障害者の就労支援について（報告書）
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香川障害者雇用促進ワーキンググループ
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１　現状
　(1) 障害者の状況
　　○　身体障害者（身体障害者手帳交付者数）は、48,545人、県人口（1,005,628人：平成19年4月1日現在県推計人口）に占める割合は4.83％であり、年々増加している。
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12年度 673 530 180 121 40 21 1 310 231 76 71 23 8 0 46.1

13年度 615 477 159 105 28 33 0 306 214 66 74 23 18 0 49.8

14年度 705 552 193 126 33 27 0 298 202 69 76 18 20 0 42.3

15年度 691 504 172 149 39 37 1 328 212 63 100 35 15 1 47.5

16年度 737 548 203 135 38 52 2 372 242 87 98 25 30 2 50.5

17年度 725 488 179 164 38 70 3 384 235 74 117 33 31 1 53.0

18年度 793 516 201 164 41 112 1 416 253 95 125 39 37 1 52.5
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　　○　知的障害者（療育手帳交付数）は、5,608人、県人口に占める割合は0.56％であり、年々増加している。
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　　○　精神障害者（保健福祉手帳交付数）は、2,525人、県人口に占める割合は0.25％であり、年々増加している。

なお、入院患者は3,537人、通院医療公費負担者は6,631人となっている。
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　(2) 障害者の就労状況（平成19年6月1日現在）
　（民間企業における雇用状況）

　　○　民間企業（56人以上規模の企業）において雇用されている障害者の数は2,000.5人で、前年より5.3％（100.5人）増加した。

　○　平成19年6月1日現在の障害者実雇用率は1.68％で、全国平均（1.55％）を上回っているものの、法定雇用率1.8％を下回っている。また、前年（1.60％）に比べて0.08ポイント上昇した。

【民間企業における雇用状況】　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成19年6月1日現在）

	区分
	①企業数
	②法定雇用率の対象となる労働者数
	③障害者の数
	④実雇用率

③／②
	⑤法定雇用率達成企業の数
	⑥法定雇用率達成企業の割合

	香川県


	企業

606
(600)
	人

119,037
(118,794)
	人

2,000.5
(1,900)
	％
1.68
(1.60)
	企業

352
(338)
	％
58.1
(56.3)

	全　国


	71,224
(67,168)
	19,504,649
(18,652,344)
	302,716
(283,750.5)
	1.55
(1.52)
	31,230
(29,120)
	43.8
(43.4)


　（　）内は平成18年6月1日現在
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　（地方公共団体における在職状況）

　　○　県の機関に在職している障害者の数は、85人で、前年より2人減少した。実雇用率は2.16％であった。（法定雇用率2.1％、前年は2.19％）
　　○　市町の機関に在職している障害者の数は166人で、前年より2人減少した。実雇用率は2.01％であった。（法定雇用率2.1％、前年は2.04％）

　　○　県教育委員会等に在職している障害者の数は、113人で、前年より15人増加した。実雇用率は1.85％であった。（法定雇用率2.0％、前年は1.56％）
　（特殊法人等における雇用状況）

　　○　特殊法人等（48人以上規模の法人）において雇用されている障害者の数は、23人で、前年より1人増加した。実雇用率は、1.81％であった。(法定雇用率2.1％、前年は1.80％)
　（障害者の職業紹介状況）

　　○　18年度中の新規求職者数は、793人で、うち就職者数は416人、就職率は52.5％であった。


　(3) 施策の動向
　　○　平成17年度の障害者雇用促進法の改正により、精神障害者（手帳保持者）への雇用率算定の適用など雇用対策が強化されるとともに、雇用促進施策と福祉施策の有機的な連携を図ることとされた。
【主な改正内容】
　　　・精神障害者（手帳保持者）に雇用率を適用

　　　・在宅就業障害者に仕事を発注した事業主に特例調整金等を支給

　　　・障害者雇用促進施策を障害者福祉施策との有機的な連携を図りつつ推進

　　○　平成18年度の障害者自立支援法の施行に伴い、障害の種別にかかわらず市町が一元的に障害福祉サービスを提供する仕組みに再編されるとともに、就労移行支援事業、就労継続支援事業の創設など、就労支援が抜本的に強化された。
　　【新たな就労支援事業】

・就労移行支援事業

　　　　　一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行う。

・就労継続支援事業（Ａ型＝雇用型、Ｂ型＝非雇用型）

　　　　　一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行う。

　　○　平成19年度の学校教育法等の一部を改正する法律の施行に伴い、特別支援校制度が創設され、児童生徒等の個々のニーズに柔軟に対応して、適切な指導及び必要な支援を行うとともに、労働行政等関係機関とも連携しながら就労支援に取り組むこととされた。

　　【主な改正内容】

・盲・聾・養護学校の制度を弾力化し、設置者の判断により、複数の障害種別を教育の対象とすることができる特別支援学校制度を創設。
・福祉・医療・保健・労働等の関係機関と連携・協力しながら、就学前から学校卒業後を見据えた一貫した支援の充実を図る。

２　障害者雇用の問題点と課題
　　ワーキンググループでの協議、検討において、次のような問題点と課題が指摘された。

（総論）
　○　就労支援のための制度は充実してきているものの、それらの情報がうまく伝わっていない。

　○　相談を受けた機関が中心となって障害者のために動いているが、他の機関の制度が必ずしも活用されていない。

（各論）

(1) 企業と障害者のマッチング、受入企業の拡大

○　企業が求める能力と求職者の能力のギャップが大きい。一般就労に近づくためのステップとして、職場実習の機会を増やす必要がある。

○　企業は障害者にも戦力としての能力を求めるので、職場によっては働く場の確保が難しい。仕事を分析して障害者に可能な部分を切り出す必要がある。

○　ハローワークに出ている求人は内容が限られており、障害者の就職の裾野を広げる必要がある。一般企業に限らず、障害者にふさわしい職場や仕事を広く開拓する必要がある。

○　雇用率を上げるためには、特例子会社の制度を活用すべきである。

○　中小企業でも、障害者雇用に熱意のある企業を掘り起こす必要がある。

(2) 就労支援のあり方

○　雇用につながりにくい中間的な人に対しては、個別の人的な支援が必要である。

○　施設からの就労を進める場合、失敗しても施設に戻れる仕組みが必要である。

○　就労支援を行う場合、継続できるよう生活支援も同時に行うことが重要である。

○　障害者の特性や能力を見極めて、合う仕事を見つけることで収入が増えた例もある。本人の特性を把握して支援する必要がある。

○　養護学校卒業生の就職率は高く、アフターケアも行われているが、中高年齢者の場合は支援が途切れており就労が難しい。適切な方策を考える必要がある。

　　○　実習から就職まで、雇用促進のための各種制度があるが、福祉関係者にあまり知られておらず、わかりやすく周知する必要がある。

　(3) 最低賃金について

○　最低賃金について、労働局に申請して認められれば適用除外となるが、一般就労を進めるに当たっては、最低賃金の適用を前提に考えるべきである。

○　障害基礎年金を受給していない人は、最低賃金を下回ると生活できないので、最低賃金を確保する必要がある。

○　最低賃金を下回っても働きたいという実態はある。

○　最低賃金を下回っても一定水準の保証は必要である。

○　全て最低賃金をクリアすべきとすると、対応できない事業所もある。

○　障害者の特性や能力を見極めて、合う仕事を見つけることで収入が増えた例もある。本人の特性を把握して支援する必要がある。（再掲）

３　今後の取り組みについて
障害者雇用の現状、問題点と課題、施策の動向を踏まえ、今後、次のような取り組みを行う。

　(1) 「香川県障害者就労支援ネットワーク」の構築
　　○　香川労働局を中心に、一般就労を希望する障害者に対して、働く意欲や能力に応じた総合的な支援ができるよう、関係団体からなるネットワークを構築する。

○　ネットワークの構成団体は、次のとおりとする。

	香川労働局及び各ハローワーク
	（社）香川県雇用支援協会

	独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構

香川障害者職業センター
	香川県商工会議所連合会

	香川県商工会連合会
	香川県中小企業団体中央会

	香川県経営者協会
	日本労働組合総連合会香川県連合会

	障害者就業・生活支援センター「共生」
	障害者就業・生活支援センター「オリーブ」

	香川県社会就労センター協議会
	香川県知的障害者福祉協会

	（財）香川県手をつなぐ育成会
	（財）香川県身体障害者協会

	香川県精神障害者家族連合会
	特定非営利活動法人香川県ボランティア協会

	（福）香川県社会福祉協議会
	高松市（障害福祉課）

	香川県教育委員会（特別支援教育課）
	香川県（労働政策課、障害福祉課）


○　情報の共有化を図るとともに、課題に対する解決策を協議するため、四半期ごとに会議を開催する。
　・開催時期　毎年度5月、8月、11月、2月
　・協議報告事項

　　　①　障害者の就労支援制度、施策

　　　　　別紙１について毎年度、見直しを行い、5月の会議の際、構成団体に配付、説明。

　　　②　障害者雇用に関する情報
　　　　　別紙２の情報を担当団体が報告するほか、構成団体が適宜必要な情報を報告。
　　　③　その他
　　　　　　　個別の課題に関する協議など
○　構成団体は、情報を提供するとともに、会議で得た情報等を会員等の関係者に周知する。

○　障害者の就労支援施策を担当する構成団体は、施策の効果的な実施に努めるとともに、必要に応じて他の支援施策に引き継ぐことによって、どこの窓口に行っても、適切な支援に結びつく体制を目指す。

【支援別関係機関の役割】

	支　援　区　分
	支　援　機　関

	・就業・生活相談支援
	・ハローワーク　　　　　　・就業・生活支援センター

・ＮＰＯ法人　　　　　　　・障害者職業センター

	・職業訓練支援
	・就労移行支援事業所　　　・就労継続支援事業所（Ａ型）

・県（高等技術学校）　　　・特別支援学校

	・障害者と企業・事業所とのマッチチング支援
	・ハローワーク　　　　　　・障害者就業・生活支援センター

・障害者福祉施設　　　　　・雇用支援協会

・ＮＰＯ法人　　　　　　　・特別支援学校
・障害者職業センター

	・職場訓練支援

・就労の場の提供
	・企業・事業所

・就労継続支援施設（Ａ型、Ｂ型）

	・職場定着支援
	・障害者職業センター

・障害者就業・生活支援センター

	・情報の提供及び収集

・啓発活動
	・労働局　　　　　　　　　・労働組合

・企業・経営者団体　　　　・雇用支援協会　

・社会福祉協議会　　　　　・県、市町


○　事務局は、当面の間、ネットワークの中心となる香川労働局が担当し、香川県は、必要に応じて香川労働局を支援する。将来的には、大阪府などで見られるような、ＮＰＯ法人など民間団体が主体となり、行政はその活動をサポートする姿を目指す。
　　○　ネットワークの活動は、平成19年9月から開始する。
　(2)　ワンストップ窓口の設置

　　○　毎月１回、ハローワーク高松に、障害者雇用に関する総合相談窓口を開設する。高松市をはじめ、関係団体から職員が出向いて、各種の相談に応じる。（平成19年10月～）
	参加団体
	相談事項

	ハローワーク高松
	求職相談、職業訓練

	高松市（障害福祉課）
	福祉サービスの給付

	（社）香川県雇用支援協会
	グループ就労訓練、各種助成金

	独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構

香川障害者職業センター
	職業リハビリテーションサービス

	障害者就業・生活支援センター「オリーブ」
	就労支援、生活支援

	障害者就業・生活支援センター「共生」
	就労支援、生活支援


　　○　毎月1回、高松市役所に、ハローワークをはじめ関係団体から職員が出向いて、障害者の求職相談等に応じる。（平成19年10月～）
　(3) 圏域ごとの就労支援ネットワークの構築
　　○　県レベルでのネットワークとは別に、個別の求職、求人に対応し、就労に結びつけるためには、地域レベルでのネットワークの構築が必要である。

　　○　地域レベルのネットワークの構成団体としては、ハローワーク、地域障害者職業センター、障害者就業・生活支援センター、就労移行支援事業者、就労継続支援事業者、特別支援学校などが想定される。

　　○　現状では、地域レベルでの関係団体間の連携は十分ではないが、大川圏域、高松圏域においては、地域自立支援協議会に就労支援部会が設けられ、関係団体相互間の情報交換等が行われている。

　　○　地域レベルのネットワークの単位としては、関係団体が受け持つ地域の違いなどの問題はあるが、事務局機能の確保を考慮すると、おおむね障害保健福祉圏域ごとに設置されている地域自立支援協議会（大川、小豆、高松、中讃東部、中讃西部、三豊）に、就労支援部会を設置するのが現実的である。

　　○　就労支援部会には、障害者雇用事業所や、事業主団体にも参加してもらうことが望ましい。

　　○　連携方策として、定期的に協議の場を設けた上で、順次、個別の支援計画を策定・実行できる体制を整えるのが適当である。

　　○　地域レベルのネットワークの構成員は、労働分野の「地域障害者就労支援事業」における「障害者就労支援チーム」や、教育分野の「特別支援連携協議会」とも重なるため、一体的な運用をすることが望ましい。

　(4) 今後の施策の方向

香川県障害者就労支援ネットワークの場で連携を図りながら、労働、福祉、教育の各分野で次のような取り組みを行う。

（労働）

　○　ハローワークは、県内各地域に配置されている専門機関として、職業相談・職業紹介や企業指導等を通じて、就労支援の中でも特に重要なマッチング機能を発揮する。

　○　香川障害者職業センターは、香川県全域における中核的な職業リハビリテーション機関として、その専門性とノウハウを活かして、就職等の困難性の高い障害者（精神障害者、発達障害者、難病者、高次脳機能障害者等）や個別にきめ細かな専門的支援を必要とする身体障害者又は知的障害者に対して、就職のための相談から就職後のフォローアップまでの一連の職業リハビリテーションサービスの提供、事業主に対して障害者雇用に関する専門的助言・援助（特に、香川労働局や各ハローワークが実施する障害者雇用率達成指導と連携した事業主支援）に関する専門的支援を担う。また、障害福祉圏域就労支援ネットワークを支える機関として、質の高い就労支援が広く県内で提供できるよう、ネットワーク構成機関・団体の就労支援を担う人材の育成や、ネットワーク構成機関・団体に対する助言・援助を行う。

　○　障害者就業・生活支援センターは、障害福祉圏域における中心的な職業リハビリテーション機関として、また、就業面と生活面の一体的・総合的な支援を行う機関として、就労移行支援事業者を含む圏域の関係機関・団体と連携しながら、相談から就職準備、職場定着に至るまで、生活面も含めて個々の障害者に必要な支援のコーディネートを行う。

　　　労働局及び香川県は、その役割の重要性から、未設置の障害福祉圏域への設置に努める。

（福祉）

　○　香川県は、授産施設等の旧体系事業所から、就労移行支援事業所、就労継続支援事業所への移行を支援するとともに、就労移行支援事業が効果的に実施できるよう、職員の資質向上や、実習生受入企業の拡大を図る。

　○　市町は、相談支援事業等を通じて、就労意欲のある人が必要な支援を受けられるよう、就労移行支援など、適切なサービス提供に努める。

　○　就労移行支援事業所は、福祉施設利用者や特別支援学校卒業時点で一般雇用に至らなかった者のうち一般雇用を希望する障害者に対して、就労移行支援事業所内の作業訓練や職場実習を通じて、一般雇用に必要な知識の習得及び能力の向上を一定期間にわたって計画的に行う。さらに、一度は就職したものの離職に至り再就職を目指す障害者に対して、障害者委託訓練の活用を図るなどして、再チャレンジの場として再就職に向けた支援を行う。そのために、まずは就労支援に関する専門性を高めるとともに、訓練終了後の就職や、就職後の定着を円滑に進めるために、ハローワーク、障害者就業・生活支援センター等との連携を強化する。

　○　就労継続支援事業所は、就労移行支援事業等を利用したが一般企業等の雇用に結びつかないなど一般企業等に雇用されることが困難な障害者に対し、働く場（機会）を提供するとともに、生産活動にかかる知識及び能力の向上のために必要な訓練を行う。また、訓練によって知識及び能力が高まった者に対して、一般企業等への就労に向けての支援を行う。
（教育）
　○　特別支援学校は、学校卒業後の職業生活の充実に向けて、職業教育の充実、指導内容・方法の改善、職場実習の拡充等を進めるとともに、ハローワーク等の関係機関との連携のもと、保護者に対して一般雇用に関する理解を深めるための取り組みを行う。また、卒業後も継続して必要な支援が受けられるよう、「個別の移行支援計画」策定段階から、関係機関と連携しながら卒業後の支援体制の構築につなげる。

４　一般就労に至らない障害者への対応
　　一般就労を希望する障害者に対する支援の強化と並行して、一般就労に至らない障害者に対しても、就業機会を提供するとともに、工賃の水準を引き上げる必要がある。

　(1) 現状

　　○　一般就労に至らない障害者に対して、現状では、授産施設や小規模作業所が就業や日中活動の場を提供している。

　　○　授産施設や就労継続支援事業所の月額平均工賃は、約11,000円で、全国平均（約15,000円）を下回っている。また、工賃が10,000円に満たない施設が全体の約3分の２を占めている。

　　（18年度の工賃の現状）

	施設区分
	施設数
	月額平均工賃（円）

	身体障害者
	7
	16,874

	知的障害者
	25
	9,382

	精神障害者
	4
	9,687

	就労継続支援Ｂ型
	2
	12,452

	計
	38
	11,172


　　○　小規模作業所の工賃は、一般に、授産施設や就労継続支援事業所よりさらに低い水準にあると考えられる。

　(2) 考え方と対応

　　○　障害者自立支援法では、就業や日中活動の場を提供する事業所として、就労継続支援事業所、地域活動支援センターが想定されていることから、授産施設や小規模作業所が新体系事業所に円滑に移行することが求められる。

・授産施設等は、新体系事業所への計画的な移行に努める。

・香川県は、移行に際しての相談に応じるとともに、障害者自立支援臨時特例交付金事業を活用して、移行に向けた支援を行う。
○　障害者の経済的基盤を強化するため、授産施設等における福祉的就労の底上げを図る必要がある。

　・授産施設等は、先進事例を参考に、工賃の増額に向けた取り組みに努める。

　・香川県は、授産施設等の現状と課題を踏まえて、19年度中に、工賃増額に向けた計画を策定し、障害者の工賃が増加するよう支援する。
　　　・香川県知的障害者福祉協会は、平成19年10月に、高松市内商店街の空き店舗を活用して開設した授産施設の共同アンテナショップ「Ｐｏｎｐｏｋｏ」の運営を通じて、授産施設製品の販路拡大を図る。
　　　・香川県社会就労センター協議会は、授産施設等の共同受注をはじめ、工賃の増額に向けた各種の取り組みを進めるため、20年度以降、特定非営利活動法人の認可取得に取り組む。

５　終わりに
障害者自立支援法や改正障害者雇用促進法の施行に伴い、働く障害者、働くことを希望する障害者への支援が重要な課題となっている。

香川県では、関係機関の連携を強化し、障害者に対する就労支援を効果的に推進することを目的として、平成１８年１２月に、「香川障害者雇用促進ワーキンググループ」を設置した。

ワーキンググループでは、２～３か月に１度のペースで会議を開催し、障害者雇用の阻害要因や、効果的な施策、連携方法などについて検討、平成１９年８月には、ワーキンググループ参加機関・団体により「香川県障害者就労支援ネットワーク」を構築することや、ワンストップ窓口を設置することなどを内容とする中間の取りまとめを行った。

その後も、ワーキンググループでは、ネットワークの定期的な会議と並行して残された課題について検討を行い、この報告書を取りまとめた。

　この報告書は、ワーキンググループ参加機関・団体の今後の取り組みの指針となるものであり、各市町や障害者支援施設など、ワーキンググループに直接参加しなかった関係機関・団体に対しても、その趣旨を広く周知し、積極的な取り組みをお願いするものである。

　ワーキンググループの活動は、この報告書の取りまとめをもって完了し、障害者の就労支援に関する諸課題の解決に向けた取り組みは、「香川県障害者就労支援ネットワーク」に引き継ぐ。
（参考：香川障害者雇用促進ワーキンググループの活動）

　平成１８年１２月２５日　　第１回会議

　平成１９年　２月　６日　　第２回会議

　平成１９年　３月１９日　　県外視察（大阪府）

　平成１９年　５月２５日　　第３回会議

　平成１９年　８月　１日　　第４回会議

　平成１９年１１月２８日　　第５回会議（ネットワーク会議と併催）

　平成２０年　２月２９日　　第６回会議（ネットワーク会議と併催）
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